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第２ ＮＢＣ攻撃による災害への対処 

 

１ ＮＢＣ攻撃による災害への対処 

 

市は、ＮＢＣ攻撃による汚染が生じた場合の対処について、国による対処基本方

針を踏まえた対応を行うことを基本とする。 

それに加えて、対処の現場における初動的な応急措置を以下のとおり講ずる。 

 

(1) 国の方針に基づく措置の実施 

   市長は、内閣総理大臣が、関係大臣を指揮して、汚染拡大防止のための措置を

講ずる場合においては、内閣総理大臣の対処基本方針及びそれに基づく各省庁に

おける活動内容について、県を通じて国から必要な情報を入手するとともに、当

該方針に基づいて、所要の措置を講ずる。 

 

(2) 応急措置の実施 

市長は、ＮＢＣ攻撃が行われた場合においては、その被害の現場における状況

に照らして、現場及びその影響を受けることが予想される地域の住民に対して、

退避を指示し、又は警戒区域を設定する。 

また、職員の安全を図るための措置を講じた上で、保有する装備・資機材等に

より対応可能な範囲内で関係機関とともに、原因物質の特定、被災者の救助等の

活動を行う。 

 

  (3) 関係機関との連携 

 市は、ＮＢＣ攻撃が行われた場合は、市対策本部において、消防機関、県警察、

海上保安部等、自衛隊、医療関係機関等から被害に関する情報や関係機関の有す

る専門的知見、対処能力等に関する情報を共有し、必要な対処を行う。 

この場合、必要により現地調整所を設置し（又は職員を参画させ）、現場にお

ける関係機関の活動調整の円滑化を図るとともに、現地調整所の職員から最新の

情報についての報告を受けて、当該情報をもとに、知事に対して必要な資機材や

応援等の要請を行う。 

 

   (4) 汚染原因に応じた対応 

   市は、ＮＢＣ攻撃のそれぞれの汚染原因に応じて、国及び県との連携の下、そ

れぞれ以下の措置を講ずる。 

   その際、市は、措置に当たる要員の防護服着用や被ばく線量の管理等の安全の

確保に配慮する。 

ア 核攻撃等の場合 

・市長は、国の対策本部による汚染範囲の特定を補助するため、汚染の範囲特

定に資する被災情報を県に直ちに報告する。 

・市長は、警戒区域の設定等の措置を講ずる。 
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イ 生物剤による攻撃の場合 

・市は、関係機関が行う汚染の原因物質の特定等に資する情報収集を行う。 

・市は、患者の移送を実施する。 

     ・市長は、警戒区域の設定等の措置を講ずる。 

    ウ 化学剤による攻撃の場合 

・市は、関係機関が行う原因物質の特定、汚染地域の範囲の特定、被災者の救

助及び除染等に資する情報収集を行う。 

・市は、患者の移送を実施する。 

・市長は、警戒区域の設定等の措置を講ずる。 

 

(5) 市長の講ずる措置 

 ア 市長の講ずる措置 

      市長は、知事より汚染の拡大を防止するため、協力の要請があった場合にお

いて、県警察等関係機関と調整しつつ、以下の表に掲げる措置を講ずる。 

法第108条第１項 対 象 物 件 等 措   置 

１号 飲食物、衣類、寝具その他の物件 占有者に対し、以下を命ずる。 

・移動の制限 

・移動の禁止 

・廃棄 

２号 生活の用に供する水 管理者に対し、以下を命ずる。 

・使用の制限又は禁止 

・給水の制限又は禁止 

３号 死体 ・移動の制限 

・移動の禁止 

４号 飲食物、衣類、寝具その他の物件 ・廃棄 

５号 建物 ・立入りの制限 

・立入りの禁止 

・封鎖 

６号 区域又は場所 ・交通の制限 

・交通の遮断 

イ 措置の手続き 

(ｱ) 市長は、上記表中の第１号から第４号までに掲げる措置を講ずるときは、

当該措置の名あて人（上記表中の占有者、管理者等をいう。）に対し、以下

に掲げる事項を通知する。ただし、差し迫った必要があるときは、当該措置

を講じた後、相当の期間内に、同事項を当該措置の名あて人に通知する。 

・当該措置を講ずる旨 

・当該措置を講ずる理由 

・当該措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は死体 

・当該措置を講ずる時期 

・当該措置の内容 

(ｲ) 市長は、上記表中の第５号及び第６号に掲げる措置を講ずるときは、適当

な場所に以下に掲げる事項を掲示する。ただし、当該事項を掲示しないで当
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該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、その職員が現場で指示を行

う。 

・当該措置を講ずる旨 

・当該措置を講ずる理由 

・当該措置の対象となる建物、区域又は場所 

・当該措置を講ずる時期 

・当該措置の内容 

 

 


